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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。  

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

デジタル資産から生じる一定の譲渡益と譲渡損を相殺するための個人

所得税における取扱い 

2022年 3月 14日付の省令（No.380）及び 2022年 3 月 24 日付の所得税に関す

るタイ歳入局長官通達（No.424）が公表され、暗号通貨又はデジタルトークン

の譲渡から生じる譲渡益に対して、同じ課税年度中に当該資産の譲渡により生

じた譲渡損と同額の個人所得税の免除が規定されています（すなわち、当該取

引による譲渡損は同じ課税年度中に当該取引による譲渡益を相殺できることと

されています）。デジタル資産取引の奨励を目的としたこの免税措置は、タイ

の法律に基づいて認可されたデジタル資産取引所を通じて 2018年 5月 14日以

降に行われた取引に関して、遡及して適用可能です（2018 年 5 月 14 日が暗号

通貨及びデジタルトークンの税務処理に関する発効日です）。今回の省令及び

通達は、従来の省令（第 126 号（B.E.2509（1966）））を改正し、通達に定め

る規則及び条件を満たす場合、適格所得に対する個人所得税の免税を提供する

もので、その概要は次のとおりです。 

• 暗号通貨やデジタルトークンの譲渡による譲渡益や譲渡損の計算は、一般

に認められた会計方法に従って行わなければならず、一度採用した会計方

法は、当該会計年度を通じて同じ方法を適用しなければなりません。選択

した会計方法に基づいて決定された年度末の暗号通貨及びデジタルトーク

ンの価値が、当該暗号通貨及びデジタルトークンの翌会計年度の繰越帳簿

価額となります。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/tax-newsletter-en-apr2022.pdf
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• 暗号通貨やデジタルトークンの譲渡により収入を得る個人は、暗号通貨や

デジタルトークンの譲渡により生じた譲渡益や譲渡損を詳細に記録した会

計帳簿を作成しなければなりません。個人は、そのような帳簿を取引の他

の根拠書類とともに保管しなければならず、これらの記録は歳入局の調査

官が容易に検査できるようにしなければなりません。記録には、少なくと

も、通達に詳細に規定された資料が含まれていなければなりません。   

 

自動化システム投資に関する法人所得税の追加控除を申請するための

規則、基準及び条件 

2022 年 3 月 21 日に公表された所得税に関するタイ歳入局長官通達（No.421）

では、2021年 11月 30日に発行された勅令（No.738）によって認められている

法人等に対する追加の法人所得税控除の申請に関する規則、基準及び条件につ

いて、CoRE（Center of Robotics Excellence）によって認定された適格自動化投資

プロジェクトに係る機械及びコンピューターソフトウエアの購入により発生し

た投資支出に関して規定しています。2021年 1月 1日から 2022年 12 月 31日

の間に締結された契約書、発注書、請負作業指示書、又は同様の契約書に従っ

て実際に支払われた金額について、100%の追加所得控除（すなわち、合計

200%の控除）が可能になります。 

追加所得控除は、投資資産の損耗のための減価償却が開始される会計期間（タ

イ国税法典第 65 条の 2（2）に規定）から、連続する 5 つの年次会計期間に均

等に配分されなければなりません。 

追加所得控除を希望する法人等は、2023 年 5 月 31 日までに、投資プロジェク

トの詳細と支払計画を、歳入局のオンラインポータルを通じてタイ歳入局長官

に電子的に提出しなければなりません。法人等は、自動化システムへの投資に

関する詳細な報告書を作成しなければなりません。報告書には、通知書に添付

されたテンプレートに基づき、最低限必要とされる特定の情報及び説明が含ま

れる必要があります。報告書は、会社等の事業所に保管され、歳入局の調査官

が検査できるようにしなければなりません。 

特定の高度技術者の雇用のために発生した費用に関する法人税の追加

控除を申請するための規則、基準及び条件 

2022 年 3 月 21 日付タイ歳入局長官通達（No.422）では、特定のターゲット産

業において事業活動を行う法人若しくはパートナーシップ（以下「法人等」）

に対する法人税の追加控除の申請に関する規則、基準及び条件を規定していま

す。特定のターゲット産業とは、2021年 11月 30日付の勅令（No.739）により

認められた産業です。追加控除の対象となる経費は、高等教育・科学・研究・

イノベーション省が認定した科学・技術・工学・数学（STEM）の分野におけ

る高度技能を有する人材の雇用により生じる経費です。2021 年 1 月 1 日から

2022 年 12 月 31 日までに実際に支払われた当該従業員給与に対して 50％の追

加所得控除（つまり、合計 150％の控除）が可能ですが、追加控除の対象とな

る従業員の給与は月 10万 THBが上限です。 

追加所得控除を希望する法人等は、通達に添付された様式に従って、高度技能

を有する人材の雇用に関して詳しく記載した報告書を作成し、該当会計期間の

年次法人所得税申告書（PND.50）と共に税務調査官に提出する必要がありま

す。   



特定の従業員研修費用に関する法人税の追加控除を申請するための規

則、基準及び条件 

2022 年 3 月 21 日付のタイ歳入局長官通達（No.423）において、2021 年 11 月

30日付の勅令（No.740）により認められている企業等に対する法人税の追加控

除の申請に関する規則、基準及び条件について、従業員の教育・訓練コースへ

の参加に要する費用又は従業員に訓練プログラムの手配に要する費用について

定めています。追加所得控除の対象となる費用については、研修のカリキュラ

ムが高等教育・科学・研究・イノベーション省、東部経済回廊（EEC）事務

局、又はデジタル経済振興局によって承認される必要があります。この追加所

得控除の目的は、科学、技術、工学及び数学（STEM）の分野においてタイ人

従業員の知識・技能の向上を促進することです。2021年 1 月 1 日から 2022 年

12月 31日までに実際に支払われた金額に対して、150%の追加所得控除（すな

わち、合計 250%の控除）が適用されます。勅令第 740 号に規定される追加所

得控除を申請する法人等は、タイ歳入法に基づき発行された他の勅令による所

得控除を同一の経費の一部又は全部で重複して請求することはできません。 

債務整理に関連する一定の税制上の免除を受けるための規則、基準及

び条件 

2022年 3月 17日付のタイ歳入局長官通達（No.41）では、タイ銀行が金融機関

の債務整理について定めた規則に従って行われた債務整理から債務者が得た特

定の所得に関して 2022年 2月 23日付の勅令（No.742）で認められた個人所得

税、法人所得税、特定事業税及び印紙税の免除の申請に係る規則、基準及び諸

条件を定めています。この通達で対象となる免除とは、債務者が融資の担保と

して抵当権を設定した不動産が、抵当権によって債権が担保されている債権者

以外の事業体に譲渡される場合に、その譲渡によって債務者が収入を得る状況

に関連しています。免除される金額は、債権者に支払うべき債務又は債権者と

の担保契約に基づく債務を超えることはできません。 

同通達は、「債権者」という言葉を、金融機関及び金融機関以外の一定の法人

債権者の両方を含むと定義しています。 

免税の恩恵を受けるためには、債権者、債務者、不動産の譲受人が共同で、不

動産の譲渡を確認する証明書を作成する必要があります。証明書には、通知書

に添付されたテンプレートに基づき、最低限必要とされる明細や説明が含まれ

ていなければならず、証明書は土地登記官とタイ歳入局長官に提出する必要が

あります。 

勅令第 742号に基づき、2022年 1月 1日から 2026年 12月 31日の間に行われ

た財産の譲渡及び抵当権の実行に関して、関連条件を満たせば一般的に免税と

なります（ただし、ハイヤーパーチェス及びリース事業を行う債権者など、特

定のタイプの法人債権者による債務整理に関連した取引は、2021年 1月 1日か

ら 2026年 12月 31日までの取引について遡及して免除が可能です）。 

移転価格開示フォームの提出期限延長 

2022 年 3 月 25 日に公表された財務省令（No.2）により、年間収益 2 億バーツ

以上の企業は、タイ歳入法第 71 条の 2 に定義される関連会社との間で行われ

た取引額を報告するために提出が求められる年次移転価格開示フォームの提出

期限の延長が規定されました。通常、決算日から 150日以内に移転価格開示フ

ォームを提出する必要があります。しかし、2020年 1 月 1 日以降から 2020 年



12 月 31 日までに開始される会計年度に関する移転価格開示フォームの提出に

ついては、通達により提出期限が 2022年 5月 30日まで延長されます。 
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